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1　問題と目的

　1993年、「通級による指導」（以下、通級指導）が

開始された。これは軽度の障害児が、通常の学級に在

籍したままで、一定時間、通常学級を離れて、特別な

指導の場（通級指導教室等）で、特別な指導を受ける

制度である。通級指導は、心身の障害の状態を改善・

克服することが主たる目的であり、基本的には障害に

応じた特別の指導が中心となるが、障害の状態に応じ、

教科の指導を補充的に行うことも考えられている。こ

れまで通常学級に在籍しながら適切な指導を受けるこ

とのできなかった軽度障害児の発達を保障するという

点から、通級指導の制度化の意義は大きい。

　しかし、現在の「通級による指導」の制度では、通

級指導を受ける児童（以下、通級児童）の通常学級で

の学習と生活を十分には保障できないという指摘があ

る。その理由として、ひとつには通級指導が開始され

ても、学校生活の大部分の時間を過ごす通常学級では、

学習や障害への特別な対応がとられていない点（茂木

1997）がある。たとえば、学級規模の大幅な縮小、教室・

施設の改善、介助員の配置などを含めた通常学級の条

件面の整備は、現状では非常に難しい。また通級児童

の学習の保障を目的とした授業を行うことも、決して

容易ではない。もうひとつの理由として、通級指導の

ために出席できなかった通常学級の授業や活動につい

て、それらをフォローするような特別な支援が行なわ

れない点がある。そのために、通級児童は、通級指導

によって特別な指導を受けていても、もし通常の学級

での対応が不適切であれば、通常の学級で持てる力を

発揮することができず、教科学習で知識・技能が十分

に習得できなかったり、また学校生活において二次的

な情緒面の問題を引き起こしてしまったりする可能性

がある。

　以上のような制度上の問題点は指摘されているが、

通級指導によって児童の状態が改善された事例は数多

く報告されている。その中には、現在、制度上では指

導の対象には含まれていないLDやAD／HD等のあ

る児童への実践の報告もある。通級指導の指導対象の

問題は本稿とは別に検討が必要であるが、今後、通級

指導は、通常学級に在籍する軽度の発達障害のある児

童への支援に関して、大きな貢献が期待できる。

　通級児童が通常の学級で学習活動や生活に十分に参

加できるようにするには、通級指導によって児童に対

し各自の課題に応じた指導を適切に行うとともに、通

常の学級では、児童が持てる力を最大限発揮できるよ

うに、学習環境をつくることが必要となる。通級指導

学級の担任（以下、通級指導担任）と通常の学級の担

任（以下、通常学級担任）は、容易に連絡や相談をす

ることが可能な立場にあり、障害児への指導を専門と

する通級教員は通常学級の担任を支援しやすいと考え

られる。したがって、通級児童の学習と生活の保障に

は、通級指導学級と通常学級との連携のあり方が問わ

れることになる。

　通級指導学級と通常学級との連携については、阿部

（1998）が、巡回相談員として、学習障害児の在籍す

る通常学級および通級指導教室に関わった事例をもと

にして論じている。阿部は、通常学級での活動におい

て児童の特性に応じた指導を行うためには、通常学級・

通級指導学級ともに一貫性を持って指導内容や方法を

具体的に検討することが大切であり、それには互いの

協力が不可欠であると述べている。

　また渡辺ら（1997）は、通級指導学級の教員を対象

として、通級児童が在籍する通常学級担任との連携に

関するアンケート調査を行っている。その結果、通級

指導学級の教員は、児童の実態把握や通常学級担任と

の協力関係づくりのために、連絡帳を使っての情報交

換や連絡会、通常学級への訪問などを実施しているこ

とを明らかにしている。

　これらの研究は、調査に基づいて、通級指導の実践

では、通級指導担任は通常学級担任との間で定期的な

情報交換を行い、児童生徒の様子や変化について常に

把握するとともに、その上で互いに共通理解をもち、

指導することが必要であると述べている点で意義があ

る。

　しかし従来の研究では、通級児童の学習と生活の保

障のために、通級指導担任は通常学級担任をどのよう

に支援をすべきか、その役割は明らかにされていない。

また通級児童への理解と支援に対して、保護者の果た

す役割は大きいといわれるが、通級指導担任・通常学
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級担任と保護者との協力や、保護者への支援が検討さ

れておらず、そのため保護者に対しての通級指導担任

や通常学級担任の役割が明らかになっていない。

　そこで、本稿では、通級指導担任・通常学級担任・

保護者の三者の連携についての事例を検討することを

通して、通級指導担任の役割を明らかにするとともに、

三者による通級児童への支援モデルを仮説的に構築す

ることを目的とした。なお、三者の役割を検討する

に当たっては、通級児童の在籍学級における問題をア

セスメントの過程において積極的に扱うことになるス

クールコンサルテーション（※1）の事例を対象にし

た。本研究では、通常学級担任をコンサルティ、通級

児童をクライエント、学校外の専門家をコンサルタン

トとした事例を扱った。本事例では、コンサルティが

外部のコンサルタントに問題状況を説明する際には、

通級児童に関わってきた通級指導担任・通常学級担任・

保護者らのそれまでの取り組みを丁寧に整理すること

が必要となる。本研究では、そのような事例を取り上

げることにより、通級児童への取り組みの様子が明ら

かになりやすく、また三者の関係を明確に捉えやすく

なると考えたからである。

ll研究の方法

1　対象児童

A児

　男児。小学4年生。知的に大きな遅れはないが、自

閉的な傾向がある。言語理解が苦手であり、コミュニ

ケーション能力に未熟な面がある。そのため、学習面

では主要な教科の授業の学習に困難があった。また、

生活面では休み時間を一人で過ごし仲間とともに遊べ

ない状況だった。A児をクライエントとしたスクール

コンサルテーションは、3年3学期に行われた。

　A児の小学校は、全校で約800名の児童が在籍す

る大規模校で、A児の在籍する4学年は全4クラスあ

る。A児の学級は男女合計36名である。学級担任は

3年時からA児を担当していた。A児の通級指導は他

校通級であり、週1回、決まった曜日に通級学級に通っ

ていた。

　通級指導は小学3年時から開始した。小学1年時、

関西地方の公立小学校の特殊学級に在籍し、算数・国

語は特殊学級で、他の時間は通常学級で過ごした。2

年時に現在のX市に引っ越し、1年間は通常学級の

みに在籍した。当時、母親は、「Aのために何かしな

くてはいけない」という思いはあったが何をしたら良

いかわからず悩んでいた。当時、A児の様子について

相談する人がいなかったという。2年2学期に通級指

導を知った。母親は通級指導学級の教員と会い、初め

て相談できたとき、非常に安心したという。

B児

　男児。小学1年生。知的な遅れや偏りはないが、状

況判断が苦手であり、不器用なところがある。調査時

点では通常学級において問題となるような状況はあま

りなかった。B児をクライエントとしたスクールコン

サルテーションは、1年1学期に行われた。

　B児の小学校は、全校で約450名の児童が在籍す

る中規模校で、B児の在籍する1学年は全3クラス

である。B児の学級は男女合計33名である。　B児の

通級指導は、他校通級であり、週1回、決まった曜日

に通級学級に通っていた。

　通級指導は小学1年時5月から開始した。母親によ

ると、通級学級の存在は、B児の就学に関して、現在

の在籍校の校長にお願いをしに行った際に知ったとい

う。通級指導を決めるに当たっては、その当時B児が

関わっていた専門機関のスタッフから、「通級を利用

すると、子どもの状態は安定し、担任の先生も親も余

裕を持って子どもと関わることができる」というアド

バイスをもらったことが大きかったという。

2　研究方法

　Y年11月～12月にかけて、東京都X市の公立小

学校の情緒障害通級指導学級に在籍する児童2名（A

児、B児）に関わる通級指導担任、通常学級担任、保

護者（母親）各1名、計6名に対し、児童への指導・

支援に関する半構造化面接を行った。面接時間は各1

時間程度であった。質問項目は目的にしたがって作成

した。なお質問項目はTable　1に表した。回答はテー

プに録音し、それを文字に起こした。

　その上で、通級児童の学習と生活を保障するために、

「通常学級における通級児童の改善されるべき状況」

に関して、通級指導担任・通常学級担任・保護者が実

際に行なった対応の内容を整理した。また「通級指導

のために通常学級の授業や活動に出席できなかったこ

と」に関して、通常学級担任・保護者が実際に行なっ

た対応の内容を、「学習面」、「生活面」の2点から整

理した。

　結果を考察するにあたっては、スクールコンサル

テーション時に用いた資料及び観察記録（A児は小学

3年3学期及び同4年2学期の計2回、B児は小学1

年1学期の1回）を結果の分析の補助として使用した。
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　　　　　　　　TabIe1．通級指導担任・通常学級担任・保護者への面接の質問項目

（1）通級指導担任への質問項目　（3項目）

　通級児童の実態把握のために、通常学級担任や保護者とどのように関わったか。
　通級児童の通常学級の学習を保障するために、どのような指導や支援を行ったか。それらは
　有効だったか。

　通級児童の通常学級の生活を保障するために、どのような指導や支援を行ったか。それらは
　有効だったか。
（2）通常学級担任への質問項目（4項目）

　通級児童の実態把握のために、通級指導担任や保護者とどのように関わったか。

　通級児童の通常学級の学習を保障するために、どのような指導や支援を行ったか。それらは
　有効だったか。

　通級児童の通常学級の生活を保障するために、どのような指導や支援を行ったか。それらは
　有効だったか。
　通級児童は通級指導のために一定時間通常学級に出席できないが、通級児童にとって、通常
　学級での学習や生活に関して、そのことによる影響はあるか。またそのために通級児童に対
　　して指導や支援を行ったか。

（3）保護者への質問項目（3項目）

　通級指導のきっかけはどのようなものだったか。
　家庭において、通級指導担任や通常学級担任と協力し、通級児童に対してどのような支援や
　配慮をしたか。

　通級児童は通級指導のために一定時間通常学級に出席できないが、通常学級での学習や生活
　に関して、そのことによる影響はあるか。またそのために通級児童に対して支援を行ったか。

　なお、本研究の通級指導担任2名はともに小学校の

情緒障害児教育を10年以上担当していた。また文部

科学省は通級指導の指導時間の基準を週8単位時間以

内と示しているが、本研究の事例は両方ともその基準

に当てはまるものであった。

11i結果

　はじめに「通常学級における通級児童の改善される

べき状況への対応」については、A児はTable2に、　B

児はTable3に示した。　Table　2及び3では、各児童

の通常学級における「改善されるべき状況」と、それ

に応じて「改善されるべき状況に対して、通級指導担

任・通常学級担任・保護者等が対応した内容」及び「そ

の状況に関する現在の様子」をそれぞれあらわした。

次に「通級指導のために通常学級の授業や活動に出

席できなかったことへの対応」にっいては、A児は

Table4に、B児はTable5に示した。Table4及び5では、

通常学級担任・保護者による各児童への対応を「a。学

習面」「b．生活面」に分類して表した。また同Table

では、各児童の現在の様子についてもあらわした。

また「通級児童への支援に関する通級指導担任・通

常学級担任・保護者の役割」については、上記の

Table2、3、4、5を用いて整理し、その結果をTable

6に示した。以下では、Tabel6にしたがって、事例

をもとに調査で明らかになった三者の役割を述べるこ

ととする。
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1　通常学級における通級児童の改善ざれるべき状況

への対応

通級指導担任の役割

①児童への指導

　A児には、在籍学校において「クラスの子どもたち

と一緒に遊ばない」（Table　2⑤）状況があった。調

査時の面接で、通常学級担任は「A児は集団の中での

関わり合いが苦手である。クラスの子どもたちはA児

にやさしく接してくれていた。しかし、A児は休み時

間になると毎回職員室に行き、クラスの子どもたちと

一緒に外で遊ぶことはなかった。」と述べた。当時、

通常学級担任はA児がクラスメイトと遊ぶことを強

く望んでいた。通級指導担任は、A児の状況について、

自閉的な傾向を考慮しつつ、A児は周囲の人とかかわ

ることは比較的好きだが、周囲の人への関心が低いと

ころがあり、それが要因になっていると考えていた。

そこで、通級学級では、まずA児に仲間への関心を

持ち、仲間とともに活動することの大切さをわかるこ

とができるように、小集団活動として、朝の会で出席

を取ることや、給食を楽しみながら食べることなど、

A児が常に仲間を意識するような活動を行なった。ま

たA児の遊びの幅を広げることを目的とし、A児にド

ミノやコマ回しの遊び、登り棒やブランコなどの遊具

を使う遊びを指導した。さらに個別指導では、周囲へ

の関心を高めるために、A児の通常学級のクラスメイ

トの名前を覚えることに取り組んだ。A児は4年生に

なってから、通級学級では休み時間に外へ出るように
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Table2．通級指導担任・通常学級担任・保護者によるA児の改善ざれるべき状況への対応

　（以下、効果があった指導・支援には◎、効果がなかった指導・支援には△を付けた）

A　の　　される A の　　されるべ ℃　への・、 A　の　　の
べき状況 通指’担 通常学担 保護者（母　） その他 子

1　四や　　　の Q　　　　　　　の　　　　一 Q　　への　　　：A Q　　　　　　　　＿ A児は、通常学
学習の保障：国語 解と指導への支援：A児 児の認知特性を考 の指導への協 級の算数の授業
や算数の学習が困 の認知特性を考慮し、「算 慮し、通級指導担 力：母親が学級 では、計算の問
難である。通級指 数では、思考力を用いる 任の助言を活かし、 通信で学習内容 題等に取り組ん
導担任は、A児に 問題よりも、機械的に解 A児を援助した。 を把握し、A児の でいる。また国
認知の偏りがあり、 ける問題を優先的に学習 また漢字テストで 学習可能な範囲で、 語の授業でも、
言語理解が苦手で する」などを助言した。 は、A児が満点で 国語や算数の 教科書を音読す
あるためと、その ◎保護者の児童理解への ない場合は、心理 学習の支援をした。 ることなどを通
要因を捉えていた。 支援と学習支援への助 的な安定を考慮 A児はその支援を じて、参加でき

A児には、本人の 言：通常学級担任への助 し、点数を付けな 通じて、算数では る部分が増えた。

認知特性を考慮し 言と同様の内容を伝え いことにした。 取り組める問題が 授業中の挙手は、

た援助が必要であ た。 ◎通級指導担任の 増え、自信がっき、 非常に少ないが、

った。また漢宇の ◎通常学級担任の指導へ 指導への協力：国 授業に参加できる 以前と比べ、参
書き取りテストで の協力：通常学級での国 語の授業では、通 部分が増えた。結 加の状況はよく
満点が取れないと 語の授業への参加を目的 級学級で練習した 果的に、A児の学 なっている。

きには、テスト用 とし、教科書の音読練習 音読を、代表で読 習支援を通じて、
紙を破いてしまう をした。その練習の成果 んでもらうように 通常学級担任の指
ことがあり、その を、通常学級の授業で発 した。 導に協力した。

・応　以　だった した

2　　の　　をや Q　　　　　　　の　　へ　　　　一

Q　　　　への 通常学級で1時
りたがらない：A の助言：A児が、例えば 援（通級指導担 間通して体育の
児は体育をやりた 跳び箱では跳ぺなくても 任の助言の実 授業に参加でき
がらず、参加しな 跳び箱の前まで行って戻 行）：A児の背が るようになった。

かった。時にはA ってくるなど、部分的に 高いことを活かし、 また日記で「体
児は「どうして体 参加できる環境をつくっ ポートボヲレiGまゴゴレ7 育はまあまあ面
育をやるのですか」 たらどうかと助言した。 ンとして参加した。 白かった」と書
等と学級担任に言 ◎児童への指導：A児に それによって通常 くようになった。

うこともあった。 とって授業がつまらなく 学級での体育に自
通級指導担任は、 ても、体を動かさずにそ 信がつくようにな
その原因を、状況 の場で静かに待っことが った。

判断が困難なので できるように、A児が心
集団行動が苦手で 身をリラックスさせられ

あることと捉えて るような指導を行った。

いた

3こだわり　　： Ω　　への　　　　な Q　　　　　　　　　　＿ 通級学級・通常
A児はトイレにご 導：トイレのこだわりは、 任の指導への 学級ともに、ト
だわり、何度もト 「トイレを覗きたいなら 協力：A児は通 イレや靴下への
イレを覗いていた。 1日3回まで許す」等と 級学級に母親 こだわり行動は
またA児は靴下を A児と約束し、次第にそ とともに通ったが、 全体的に減少し
嫌がり、履いてい の回数を減らすように指 そ（瞭こ母親には靴下 た。母親は、「靴

なかった。保護者 導した。またA児が「ト を隠して持ってきて 下が履けるよう
は、できれば履い イレを覗くことは恥ずか もらうようにした。 になってから、
て欲しいと考えて しい」と認識できるよう A児には、その靴 Aの気持ちの面
いた。通級担任は、 に言葉掛けをした。靴下 下を履いてもらう でこだわりが抜
この行動は自閉症 は母親と協力し、A児と ようにした。 けていったよう
固有のものである 約束をしながら、少しず だ。いまでもこ
と捉えていた。 つ履ける時間を長くして だわり行動はあ

いくよう目指した。 るが、A児の生
活に困らなけれ
ばかまわないと
思’　と妻した

4職　朝耳や休み △通常学　担　の指’へ ◎1童への支援（’ ◎’回相談 巡回相談が実施
時間になると、職 の協力：A児には休み時 回相談員の助言の 員による通 された3年3学
員室に行き、室内 間だけ、職員室への入室 実行）：巡回相談員 常学級担任 期や4年の4月
の物を触ったり、 を許可したが、A児の行 の助言を受けて、 と全校教職 頃には、職員室
動き回ったりして 動改善にはっながらなか A児への理解を変 員の児童理 に行っていたが、

しまう：通常学級 った。 え、A児の学校生 解と指導へ 4年2学期には
担任は、A児の行 ◎巡回相談員との連携： 活をより保障でき の助言：相 職員室に行くこ
動は理解をできず、 相談活動の準備と手続き るように、A児を 談員はA児 とはほとんどな
早くこの行動がな をした。 教室に戻すのでは の障害の特 く、休み時間は
くなればよいと考 なく、職員室にA 徴と発達の クラスの子ども
えていた。 児専用の机を置く 状態を教職 たちと一緒に外

ことにした。 員に伝え、 に出ていくこと
また職員室 が多くなった。

にA児の机
を置くこと
の理解を求
めた
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Table2．（続き）通級指導担任・通常学級担任・保護者によるA児の改善されるべき状況への対応

A　の　　される A の　　されるべき’ への・も A　の　　の
べき状況

一 一
その 子

5クラスの子ども ◎1童への指’： △1童への支援 通級学級・通常
たちと一緒に遊ば 仲間への関心をもち、仲 A児が、通級学級 学級とも、仲間
ない：通常学級担 間とともに活動すること で学習したドミノ と関わる機会が
任はA児がクラス の大切さをわかるよう、 やコマ回しについ 増えてきた。4
メイトと遊ぶこと 朝の会で出席をとること て、通常学級でク 年2学期になっ
を強く望んでいた。 や、給食を楽しみながら ラスの遊びとして てブランコ遊び
その状況について、 食べること等の小集団活 取り組んだが、A などもするよう
通級指導担任は、A 動を行った。また登り棒 児には効果はなか になった。また
児は周囲の人と関 やブランコなどの遊具を った。 仲間に自ら話し
わることは好きだ 使う遊びを指導した。さ 掛けることも増
が、人への関心は らに個別指導では周囲へ えてきた。ただ
低いことが要因で の関心を高めるために、 A児には悪気は
はないかと考えて A児のクラスメイトの名 ないのだが、ク
いた。 前を覚えることにした。 ラスメイトにと

っては誤解を招
きかねがい発言
があり、今後も
心　で　る

6　　　　　＿　カ Q　　　　　＿　の心　　・ 児童の行動の改
誘いかけても、時 な安定への支援：連絡帳 善にはつながら
間通りに全校朝会 に書かれていた担任の悩 なかった。しか
に出席できない： みを理解する し通常学級担任
通級指導担任は、A △通常学級担任の指導へ は、「通級指導担
児が先の見通しが の協力：時間を知らせる 任からアドバイ
もちづらく、その ためには、具体的な方が スをもらえるこ
ため時間になって よいことを考慮し、砂時 とが嬉しかった。

も行動しづらいこ 計を使って、A児に時間 またいつでも相
とが要因ではない を知らせる方法を提案し 談できることは、
かと考えていた。 たが、効果はなかった。 精神的に助かっ

た」という。

なり、タイヤ遊びなどを通じ、仲間関係が生まれるよ

うになった。

　一方、通常学級では、A児の状況を改善するために、

通級学級で経験したドミノやこま回しといった遊びを

実施したが、有効には機能しなかった。しかし、A児

が4年生になると次第にクラスメイトと関わるように

なり、自らクラスの児童に話しかけることも増えた。

4年2学期には仲間とともに登り棒やブランコで遊ぶ

ようになった。ブランコ遊びは、先に通級指導学級で

経験し、その後通常学級でも楽しむようになった。

この事例から、通級教員には、通級児童の状況に応じ、

通常学級では行なうことが難しい小集団指導や個別指

導を取り入れながら、直接、児童に対して指導・支援

をする役割があったと言える。

②児童の心理的安定への支援

　B児には、通常学級において「給食への不適応」

（Table3③）の状況があった。　B児は、入学当初給食

にほとんど手をつけられなかった。家庭では、B児は

母親に「給食があるから学校に行きたくない」と話し

ていた。日曜になると、翌日から学校で給食が始まる

ことを意識し、憂欝になった。また朝になっても、登

校しようとしないことがあった。母親は、B児は野菜

の多くが嫌いであり、そのことが原因であると考えて

いた。

　母親はこの状況を通級指導担任や通常学級担任に連

絡帳などを使って相談した。通級指導担任は、B児に

対して、野菜が嫌いなことに加えて、通常学級で過ご

すことに慣れず、そのため心理的負担を感じているの

ではないかと考えていた。そのため、通級学級では、

給食時、「給食を残しても良い」とし、B児に給食を

気にとめさせないように支援した。同時に、通級学級

の活動では、B児が抱えていた心理的負担を解消して、

元気に学校に通うことができるように、B児にとって

面白いと感じられる、全身を使った遊びを取り入れた。

一方、通常学級では、B児の状況を考え、通常学級担

任は、通級指導担任に「通常学級では給食を残した場

合は、おかわりをすることができないというルールが

あるが、B児だけそのルールを変更しても良いか」と

相談した。通級指導担任は、B児の今後の成長を考慮

し、ルールの変更はしない方がよいと助言した。通常

学級担任は、B児も他児と同じようなルールにするこ

とにした。

　このような取り組みの中で、B児は通級学級に通う

ことを楽しみにするようになり、また在籍学校に通う

ことへの不安や緊張も和らいでいった。また1学期の
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Table3．通級担任・通常学級担任・保護者によるB児の改善ざれるべき状況への対応

（以下、効果があった指導・支援には◎、効果がなかった指導・支援には△を付けた）

B児の　　される

@べき状況
Blの　　されるべき’への・b Blの現　の　子

’　　　　日　　日　　　＿ 旦 （母 その

l　lと同　のペ
[スで学習を進め
轤黷ﾈい：算数で
ﾍ一度に多くの計
Z問題を出される
ﾆ、最後まで取り
gめない。このこ
ﾆを、通級指導担
Cは、B児が、先
�ｩ通して行動す
驍ｱとが苦手であ
驍ｪ要因であると
ｨえていた。

通　　’＿任のB児の
ｬ：B児が先を見通して取
闡gめるように、B児に
ﾍたとえば同じ問題数を
竄轤ｹるのであれば、そ
黷�｢くつかに分けて取
闡gませるなどの工夫を
ｵて、対応すればよいと
lえていた。）

Ql　への　　　：

a児のプリント
ｪ最後まで仕上
ｰられるように、

ｩ通しが持ちや
ｷいように言葉
|けを工夫した。

ｳ答できなかっ
ｽ問題は、プリ
塔gに残りいく
ﾂか記入し、B
凾ﾉとってわか
閧竄ｷい目標を
ｧてるようにし
ｽ。

◎　　　　　＿

ﾌ指導への協力：

ﾆ庭では、母親
ｪ、B児が学校
ﾅは十分にやり
汲ｰられなかっ
ｽ学習を支援し
ｽ。結果的にそ
ﾌ支援を通じて、

ﾔ接的に通常学
薗S任に協力し
ｽ。

◎　　　　への
{ランティアの
z置：学級担任
ﾍ、B児と関わ
骼條ﾔが長く、
Nラス全体とも
ﾁと関わりたい
ﾆ考えていた。
ｻこで在籍学校
ﾌ教職員で話し
№｢、週1回、
w級に学生ボラ
塔eィアを配置
ｵた。このこと
ﾅ在籍学級担任
ﾌ指導が少し楽
ﾉえった

現在は家庭での支援

ｪあって学習が成立
ｵている。通常学級

S任は、保護者の
㍼浮ｪ大きいと感謝
ｵている。通級指導
S任は、今後はB児
ﾌ成長に伴ってこの
謔､な状況は改善さ
黷驍ｾろうと考えて
｢たが、3者とも今
繧燻?ﾍの配慮が必
vであると捉えてい
ｽ。

2　　　の　　　：B

凾ﾍ不器用であ
閨A朴とつな線
��ｭところがあ
驕Bまた平仮名に
ﾍ鏡文字が多い。

◎　　　の1　　　への
阜ｾ：B児は、一度覚えた
ｶ字は直すことは難しい
ｪ、新出文字は的確に筆
∫ﾊりに書くことを目指
ｵたらどうかと助言した。

搦剴ｶへの指導：文字を
囈Jに書き取ることを目
Wにし、個別指導で、黒
ﾂの文字を書き写す練習
�ｵた。

児　への配、：

d筆書写などの
h題は、B児には、

ｻの状態を考慮
ｵ、他児と異な
體燉eにしたい
ﾆ考えていた。）

◎児　への　　：

ﾊ級指導担任の
阜ｾを受けて、
齔eは家庭で新
o漢字を筆順通
閧ﾉ書けるよう
ﾉ支援した。そ
ﾌ際、大き目の
譌p紙に筆順を
ｺに出しながら、

M順を意識して
曹ｭように支援
ｵた

通級指導担任も通常

w級担任も、改善さ
黷ﾂつあると評価し
ﾄいる。ただ通常学
薗S任は、通常学級
ﾅの黒板書写にっい
ﾄは、今後も、引き
ｱき課題であると捉
ｦていた。

3　　　への　　’

栫FB児は入学当
奄ｩら「給食があ
驍ｩら学校に行き
ｽくない」と話し
ﾄいた。目曜にな
驍ﾆ、翌日から給
Hが始まることを
ﾓ識し憂欝になっ
ｽ。保護者は、嫌
｢な野菜が多いこ
ﾆが原因であると
lえていた。通級
w導担任は、それ
ﾉ加え、B児は通
孖w級で過ごすこ
ﾆに慣れず、その
ｽめ心理的負担を
ｴじているのでは
ﾈいかと考えてい
ｽ。

◎　　　の心理・な
ﾖの支援：連絡帳交換を
ﾊじて、B児の実態を把握
ｷるとともに、相談活動
�sった。

摯ﾛ護者の支援への助言：

a児への取り組みの様子
�`えた。

搨ﾊ常学級担任の指導へ
ﾌ助言：B児の通常学級
ﾅの給食のルールづくり
ﾉついて支援した。

搦剴ｶへの指導：通級学
奄ﾅは「給食を残しても
謔｢」とし、給食を気に
ﾆめさせないような言葉
|けをするなどをした。

搦剴ｶの心理的な安定へ
ﾌ支援：B児の学校生活で
�ｦた心理的負担の解消
�ﾚ指し、全身を使った
Vびの活動をした。

◎　　　　　＿

ﾖの児童の様子
ﾌ報告：B児の
ﾊ常学級での給
Hの様子を伝え
ｽ。

搦剴ｶへの支援
i通級指導担任の

阜ｾの実行）：通

孖w級では給食
�cした場合は
ｨかわりはでき
ﾈいというルー
汲ｪあった。通
孖w級担任は、
ﾊ級指導担任に
ｻのルールをB
凾ｾけ変更して
燉ﾇいかと相談
ｵた。その結果、

ﾊ常学級ではB
凾熨ｼ児と同様
ﾌルールにする，とにした

◎　　　　　＿

ﾖの児童の様子
ﾌ報告：連絡帳
笂d話を使って、

ﾆ庭での様子を
`えた。

1学期の終わりから
Hべられる物が増え
nめた。パンや牛乳

ﾌみならず、野菜
ﾌおかずも食べてい
驕Bまたおかわりを
ｵたいときには、B
凾ﾍ野菜のおかずも
謦｣って食べるよう
ﾉなった。給食への
s安がなくなりっっ
?閨Aまた学校に
ﾊうことも楽になっ
ﾄきているようであ
驕Bただし、それで
烽a児は給食を気に
ｵており、その日の
｣立を毎日チェック
ｵている。今後も、
�ｫ続き、対応する
K要がある。

4百　　の子ども
ｽちと遊ばない：
?w当初から、他
凾ﾆ遊べることを
ﾚ標とした。通常
w級では男子同士
ﾅ本を読んだり絵
�`いたりはした
ｪ、外で遊ぶと他
凾ﾌ動きについて
｢けない様子だっ
ｽ。幼稚園では電
ﾔが好きな子とば
ｩり遊んでいた。

◎1　への　　：体を使
､遊び、玩具を使った遊
ﾑ、言葉による遊びなど、

l々な遊びの指導を行っ
ｽ。B児は言葉でのやり
ﾆりをしたり、子ども同
mで遊んだりすることは
ﾜだ難しいところがある。

蜷lが子どもたちの中に
?閧ﾈがら、遊びを指導
ｵた。

◎　　　　　＿

ﾖの児童の様子
ﾌ報告：通常学
奄ﾅの様子を連
穀?ﾈどで伝え
驕B通常学級で
ﾍ、遊びの指導
竡x援は難しく、

ﾊ級学級の対応
ﾉ期待していた。

◎　　　　　＿

ﾖの児童の様子
ﾌ報告：遊びの
w導の参考にな
驍謔､に、B児
ﾌ生育歴や、家
?ﾅの様子を伝
ｦた。

通級学級・通常学級

ﾆもに次第に仲間
Q、3名と一緒に遊
ﾔようになった。通
孖w級では休み時間
ﾉ外に出て遊ぶこと
烽?ﾁた。通常学級
S任は、通級指導の
�ﾊが現れていると
lえていた。学校外
ﾅも、外で遊ぶこと
ｪ増えてきたが、仲
ﾔと遊べないことも
ﾜだ多く、今後も心

@で　る
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Table4．通級指導のために通常学級に出席しなかったときのA児への対応

、　　　　一 言

A　の　土の　子
a ・A　・　　への　　　学習　容

ﾌ連絡、プリントの配布）
・A　への　　　・よ　　　学級通信

�?pして学習内容を把握し、家庭で
ﾂ能な範囲でA児の学習を支援する）

A児は　毎日でも通級学級に通

｢たい」と思っており、A児
ｩ身は一定時間通常学級を抜
ｯることに問題を感じていな

｢
戻 ・A　に・　る　　の　　の　　の

｣進（通級学級の説明）

Table5．通級指導のために通常学級に出席しなかったときのB児への対応

通　　　＿ 霜 B　の　土の　子
　　一 ・B　・　コ　への置　　学習　容 ・B　への　　　匡一　　庭で可R B児は通級学級に通うことを》

の連絡、プリントの配布） な範囲でA児の学習を支援する） しみにしており、B児自身は一
・B児への補習的な支援（場合によ 定時間通常学級を抜けること
っては授業時間内に出席しなかっ に問題を感じていない。

たために取り組めなかった学習を
支援する）

・B児への学校教職員の理解の促進
と支援（行事のための学年合同練
習や、テストの実施は、B児の通級
目はなるべく避ける）

b ・B　に・る　　の　　の理　の
’　通級愚級の説明

終わりから給食で食べられるものが増え、給食をおか

わりしたいときには、野菜も食べるようになった。給

食への不安はまだ残ってはいるが、なくなりつっあ

るという。このことから、通級指導担任には、緊張や

不安を感じて過ごしやすい児童に対して、それを解消

し、通級児童の心理が安定できるように支援する役割

があったと言える。

③通常学級担任の児童理解への支援

　A児は国語や算数等の学習が困難になりやすく、

通常学級で学習をどう保障するかが問題となった

（Table2①）。通級指導担任は、その要因を、　A児に

は認知の偏りがあり、また言語理解が苦手であるため

だと捉えていた。そこで通級指導担任は、通常学級担

任に対してA児の認知の特徴を伝えるとともに、A児

の特徴を考慮した教科指導に関して助言をした。例え

ば算数では「計算など機械的にできる問題には取り組

ませる」、「文章を読み取って、式を立ててから答える

問題では、A児の様子によっては、はじめから教師が

計算式に直してしまい、それに取り組ませると良い」

等と具体的に伝えた。通常学級担任は、その助言を指

導に大いに活かした。その結果、A児は算数の授業に

以前より参加できる部分が増えたという。このことか

ら通級指導担任は、通常学級担任に対して、その児童

に関する発達や障害の状態を伝えることで、通級児童

への理解をより深められるように援助する役割があっ

たと言える。

④通常学級担任の指導への助言・協力

　A児の「国語や算数等の学習の保障」（Table　2①）

については、一方では通級指導担任が通常学級担任に

教科指導の助言をするとともに、もう一方では通常学

級担任が連絡帳を通じて児童の様子を報告したことを

きっかけにし、通級学級では予習として国語の教科書

の音読を練習するようにした。そして通常学級担任は、

通常学級で音読をする場合に、A児にも音読をしても

らうようにした。この取り組みを通じ、以前と比べて

国語の授業への参加が良くなったという。このことか

ら、通級指導担任には通常学級担任の指導への協力す

る役割があったと考えられる。

⑤通常学級担任の心理的安定への支i援

　A児は「通常学級担任は誘いかけても、時間通りに

全校朝会に出席できない」（Table2⑥）状況があった。

通常学級担任は、A児を理解できず、指導に困難を感

じていた。通常学級担任は、連絡帳を通じて通級指導

担任に相談した。通級指導担任はrA児は先の見通し

が持ちづらく、時間になっても行動しづらいのではな

いか。時間を知らせるために砂時計を使ってみてはど

うか。」と助言をした。通常学級担任はその助言を実

行したが、A児に効果は出なかった。しかし通常学級

担任は相談過程を通じて精神的に支援してもらったこ

とが大きかったという。調査の面接にて、通常学級担

任は「相談相手は在籍校にもいたが、A児をもっとも

よく知っていた通級教員が話しやすかった。通級指導

担任がrいつでも相談してください』と話しかけてく
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　　　　　　　Table6．通級児童に対する通級指導担任・通常学級担任・保護者の役割

1　通級児童の改善されるべき状況への対応

ロl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table2　　Table3

1　’　融　日　の　口1
1児童への指’ 235 234
2児童の心理的｛定への支而 3

3通常学級旦任の児童理　への　’ 146
4通’愚級旦壬のヒ’への　量・　力 12 3

5通愚愚級担壬の心理的｛定への支而 16
6　言　の児童理解への支一 1

⑦保護者の児童支援への助言及びそれを通じての通常学級担任の指導へ
ﾌ日　的な支而

① ②③

8　言　の心理的出定への支’ 3

9外。　ヨとの’携 4

2　’　　　　　　の　口

10児童への旨’・　’通級旨’旦任の助言の　行　を己む 1②④
T

①③

11通級指’担壬・　言　への児童の・子の　告 34
12通級指’担壬の指’への　力 1

3　　三　のぞ口
13通級ヒ’旦壬・通’愚級旦壬への見童の・子の 34

3 ①②

2　通級児童が通級指導のために出席できなかったことへの対応

口l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table4　　Table5

1　’　　　　　　の　ロ1

1児童・　言　への連糸 a a
16児童への　羽的な　而 a

1当右　哉　の児童理解の足進 a
18惑級児童の児童理解の足進 b b

2　呆言　のぞ割

1g児童への　羽的な支而 a　　　　　　　　a

れることが精神的に助かった。いっでも相談できると

いう安心感があった。」と述べていた。このことから、

通級指導担任には通常学級担任の心理的安定への支援

の役割があったと言える。

⑤保護者の児童理解への支援

　A児の「国語や算数等の学習の保障」（Table2①）

については、通常学級担任とともに保護者も悩んでい

た。そこで、通級指導担任は、通常学級担任と同様に、

保護者に対しても、A児の認知や発達の特徴を伝え、

また家庭での学習支援の方法について助言をした。保

護者はA児の学習支援をする際にその助言を大いに

活かしたという。このことから通級指導担任は、保護

者に対しても、その児童に関する発達や障害の状態を

伝えることで、通級児童への理解をより深められるよ

うに援助する役割があったと言える。

⑦保護者の児童支援への助言及びそれを通じての通常

学級担任の指導への間接的な支援

　A児の「国語や算数等の学習の保障」（Table2①）

については、保護者が通級指導担任による児童支援へ

の助言を大いに活かし、A児の学習を支援した。通常

学級担任は、調査時の面接で、「母親の協力があり、

計算ドリルに取り組めるようになるなど、A児は以前

よりも算数の授業で参加できる場面が増えた」と述べ

た。このことから通級指導担任は、保護者の児童支援

への助言を行ない、それを通じて通常学級担任の指導

を間接的に支援していたと考えられる。

⑧保護者の心理的安定への支援

　B児の母親は、B児の「給食への不適応」（Table3③）

の状況を悩み、通級指導担任に相談した。母親は相談

できたことで非常に安心できたという。調査時の面接

では、B児の母親は「通級教員に『困ったことがあっ

たら何でも言ってください』と言われ、精神的に楽に

なった。」と述べていた。このことから、通級指導担

任には保護者の心理的安定を支援する役割があったと

考えられる。
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役割があったと言える。

⑨外部機関との連携

　本事例のスクールコンサルテーションは通級指導担

任が提案し、実施された。A児の事例では、スクール

コンサルテーションを通じて「職員朝会や休み時間に

なると、職員室に行き、室内の物を触ったり、動き回っ

たりしてしまう行動」（Table2④）が改善した。　A児

は、3年時、職員朝会や休み時間になると、毎回のよ

うに職員室に行き、物を触ったり、室内を動き回った

りしていた。当時、通常学級担任は、そのことを問題

行動として捉えていた。3学期、外部の心理相談員に

よるスクールコンサルテーションが実施された。相談

員は、通常学級担任に「職員室に入れない子どもは、

教室にも入れない。まずは教室に戻そうとはせずに、

A児の行動を尊重してはどうか」と助言した。通常学

級担任は、それまでのA児への対応を反省し、相談員

の助言を参考に、教頭と協力して、職員室にA児専用

の机を置くことにした。A児は、4年のはじめには職

員室に行くこともあったが、通級学級で「クラスの子

どもたちと一緒に遊ばない」ことを改善する取り組み

を行なったこと（Table　2⑤）も影響し、2学期には

休み時間になるとクラスの子どもたちと一緒に外に出

ていくことが多くなり、職員室には来なくなった。本

事例ではスクールコンサルテーションは一定の効果が

あったといえる。このことから、通級児童の課題の改

善もしくは問題の解決のために、通級指導担任には巡

回相談員等の外部機関との連携を進める役割があった

と言える。

通常学級担任の役割

⑩児童への指導・支援（通級指導担任の助言の実行等

を含む）

　A児の「国語や算数等の学習の保障」（Table2①）

では、認知の偏りがあり、また言語理解が苦手である

ために学習が困難になりやすいA児に対して、通常

学級担任は、通級指導担任の助言をもとに、例えば算

数では「計算など機械的にできる問題には取り組ませ

る」等の具体的な配慮をした。またB児の「給食への

不適応」（Table3③）の状況の改善では、給食を食べ

られないことを負担に感じていたB児に対して、通常

学級担任は通級指導担任と相談し、給食のルール等に

ついて再検討をするとともに、給食時にはB児の内面

に配慮をするよう心掛けたという。このことから、通

常学級担任には通級児童の状態や困難性によって生じ

た学習や生活の状況に応じ、児童に指導や支援をする

⑪通級指導担任・保護者への児童の様子の報告

　B児の「給食への不適応」（Table3③）の状況の改

善では、通常学級担任が、通級指導担任・保護者に、

児童の様子や変化を報告したことで、通常学級、通級

学級、家庭それぞれで適切な対応を取ることができ、

それが問題の解消につながった。このことから、通常

学級担任には、通級指導担任・保護者に対して児童の

様子を報告する役割があったと言える。

⑫通級指導担任の指導への協力

　A児の「国語や算数等の学習の保障」（Table　2①）

では、通級学級で予習として取り組んだ教科書の音読

を、通常学級でもやってもらい、A児は授業への参加

が良くなった。このように通常学級担任と通級指導担

任は互いに指導面で協力する役割があったと言える。

保護者の役割

⑬通級指導担任・通常学級担任への児童の様子の報告

　B児の「給食への不適応」（Table3③）の状況に対

する保護者の対応から、保護者は通級指導担任・通常

学級担任に対して、児童の様子を報告する役割があっ

たと言える。

⑭児童への支援及びそれを通じての通級指導担任・通

常学級担任の指導への協力

　A児の「国語や算数等の学習の保障」（Table2①）

では、母親が協力をして家庭でA児への学習を支援

することを通じて、通常学級担任の指導を間接的に支

援していると考えられる。このことから、保護者には

児童に支援をするとともに、その支援を通じて、通旧

指導担任・通常学級担任の指導に協力する役割があっ

たと言える。

2　通級児童が通級指導のために出席できなかったこ

とへの対応

通常学級担任の役割

⑮児童・保護者への連絡

　A児の通常学級担任は、「A児だから特別に配慮す

るのではないが、欠席した児童には必ずフォローをし

ている。例えば児童にテストプリントを渡したり、欠

席した日の学習の内容を連絡したりしている。A児に

とって、通級指導のために授業を抜けてしまうのは大

きいし、場合によっては疎外感を味わうかもしれない
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が、しかしそのおかげで成長している。」と述べてい

た（Table　4　a）。このことから、通常学級担任は、児童・

保護者への連絡をする役割を担っていると言える。

⑯児童への補習的な支援

　B児の通常学級担任は、B児の様子を考慮しながら、

担任が空いている時間を活用し、B児が通級指導のた

めに取り組めなかった学習を支援したことがあった

（Table5　a）。このことから、通常学級担任は児童への

補習的な支援を行っていたと言える。

⑰学校教職員の児童への理解の促進

　B児の通常学級担任は、学校教職員に理解を求めつ

つ、学校行事のために学年合同練習をするときや、ク

ラス内でテストを実施するときなどは、B児の通級日

には可能な限り実施を避けているという（Table5　a）。

このことから、通常学級担任は学校教職員に対して、

通級児童を理解してもらえるよう努めたと言える。

⑱学級の児童の通級児童への理解の促進

　A児の通常学級担任は、A児の3年時に、学級の児

童等からA児が通級学級に通っている理由について

質問され、それに対して「A児は、このクラスでは、

クラスの人数が多すぎてよく見てあげられないことも

あるから、週1回、クラスの人数が少ない通級学級に

通っている」と説明したという。そのことで児童等は、

A児が通級学級に通うことを理解するようになったと

いう（Table　4　b）。このことから、通常学級担任は学

級の児童に対して、通級児童を理解してもらえるよう

努めたと言える。

保護者の役割

⑲児童への補習的な支援

　A児が通常学級を一定時間出席しないことに関し

て、母親はrA自身は、そのことに対して問題を感じ

ていない。できるのであれば、毎日でも通級学級に通

いたいと考えている。学習面では家庭でできる範囲で

課題をやるようにしている。」と述べていた。A児の

場合は、母親が学級通信を参考にして、通常学級の学

習内容を把握し、A児の学習可能な範囲内で支援をし

ているという（Table　4　a）。またB児の場合も保護者

が家庭において学習を支援していた（Table　5　a）。こ

のことから、保護者は児童への補習的な支i援の役割を

担っていたと言える。

lV　考察

通級指導担任・通常学級担任・保護者の三者による通

級児への支援

　調査の結果を整理し、通級児童の通常学級での学習

や生活を保障するに関して、通級指導担任・通常学級

担任・保護者の三者の役割をFigure　1として仮説的に

示した。その際に、本事例では学校外の専門家が、ス

クールコンサルテーションを通して通級児童への取り

組み全体に対して支援を行ったが、そのこともあわせ

て示した。Figure　1から、通級児童の学習と生活を保

障するために、通級指導担任・在籍学級担任・保護者

が各々の役割を果たしながら協力していたと考えられ

る。

通級指導担任の役割と専門性

　Table　6に示した9つの通級指導担任の役割は、二

つに大別できる。一つは児童への直接的な指導・支援

である。これは通級児童の行動や状態を改善すること

を目的としている。この役割は、軽度発達障害児の理

解と指導に必要となる専門的な知識と技能を活かした

ものである。通級教員の専門性の一つには、そのよう

な専門的な知識と技能があると考える。

　もう一つは児童への間接的な支援である。これは、

通級児童の学習や生活を保障するために、通級指導担

任が通常学級担任や保護者に対して「児童理解への支

援」、「指導・支援への助言・協力」、「心理的な安定へ

の支援」、「外部機関との連携」を行なうことで、通常

学級担任や保護者による通級児童への対応を改善する

ことを目的としている。たとえばA児の「国語や算数

などの学習の保障」（Table　2①）や、　B児の「給食へ

の不適応」（Table　3③）の状況は、通級指導担任が通

常学級担任や保護者等と協力をして、児童が在籍する

通常学級や学校の環境の調整を行ったことを通じて改

善された。このことから、通級指導教員の専門性には、

通級児童に関わる教師・保護者・専門家等と協力し、

互いの立場や専門性の違いを活かしながら、通級児童

の環境を調整する技能もあると考えられる。

　現在、わが国の障害児教育は、特別支援教育へと移

行が進められている。現行の「通級による指導」は、「特

殊学級」とともに制度が廃止され、新たに各学校に「通

常の学級に在籍した上で障害に応じた教科指導や障害

に起因する困難の改善・克服のための指導を必要な時

間のみ特別の場で行う形態」として、「特別支援教室（仮

称）」がつくられる予定となっている（中央教育審議会，

2005）。現段階では「特別支援教室」に関わる教員は、
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・児童理解の支援

・実践方針への支援・協力

・担任の心理的安定への支

援

濫纏鷲導

握犠

廼瓶鑓鐵
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・児童理解の支援
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・保護者の心理的安定への

支援

國
・児童の様子の報告や連絡
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Figl．通級児童への通常学級での学習・生活の保障に関する三者の役割

従来の通級指導教員と比べて、担当する児童数が増加

することが考えられ、教員の負担が非常に大きくなる

ことが予想される。軽度発達障害児の学習と生活を保

障するためには、本研究で明らかにした通級指導担任

の役割が、今後も維持できるような制度及び条件が必

要となる。「特別支援教室」に関しては様々な見解が

あるが、この点から検討することは重要であると考え

る。

　通常学級担任の役割とスクールコンサルテーション

調査から、通常学級担任は通級児童の改善されるべき

状況に対して、「児童への指導・支援」、「児童の様子

の報告」、「通級教員の指導への協力」を行なっていた

ことが明らかになった。これらの役割は、通級児童の

通常学級での学習や生活の保障を目的としていた。

　通常学級では、通級児童が持てる力を最大限発揮で

きるように、学習環境をっくることが必要となるが、

それは決して容易ではない。通常学級担任による通級

児童への対応に関しては、本事例ではA児の「国語や

算数などの学習の保障」（Table　2①）や、　B児の「給

食への不適応」（Table　3③）の状況等において、通級

指導担任が自らの専門性を活かしコンサルテーション

（※2）を行い、通常学級担任を支援した。また本事

例ではA児の「職員室や休み時間になると、職員室に

行き、室内の物を触ったり、動き回ったりしてしまう」

（Table　2④）ことの状況において、学校外部の専門家

（心理相談員）が自らの発達臨床の専門性を活かしス

クールコンサルテーションを行い、通常学級担任を支

援した。スクールコンサルテーションについては、相

談員が専門性を活かし、A児の障害の特徴と発達の状

態をアセスメントし、それを学級担任と全校の教職員

に伝え、児童への理解を深めることが出来たことが、

A児の状態の改善につながったと考える。

　このように外部の専門家との連携により、通級児童

への対応が充実する可能性がある。浜谷（2001）は、

発達障害児をクライエントとするスクールコンサル

テーションについて、障害児の指導を学校の外部の専

門家に任せるという考えで実施することは好ましくな

いとした上で、学校職員の指導力量の向上及び学校組

織の運営の改善につながる働きをするものとして意義

があると述べている。今後、軽度発達障害のある通級

児童の支援にあたっては、通級教員とは役割や専門性

が異なることを考慮しつつ、外部の心理・医学等の専

門家によるスクールコンサルテーションのあり方を検

討する必要がある。

保護者の役割

　調査から、保護者は「児童の様子の報告」及び「児

童への補習的な支援」を行なっていたことが明らかに
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なった。この役割は、通級児童の通常学級での学習を

保障するとともに、通級指導のために出席できなかっ

たことに対応することを目的としていた。通常学級

担任によると、保護者による支援は、通級児童の通常

学級への学習を保障する上で有効に機能していたとい

う。通級児童の状況の改善のために保護者の協力は大

きいと考える。

　本事例の保護者はともに学校に協力的であった。し

かし情緒障害通級指導学級に在籍する児童の中には、

家庭が安定せず、そのため情緒面の問題がより複雑に

なっている場合もある。通級児童の状況の改善のため

に、通級担任が保護者に対してどのように支援をする

かについては、引き続いて事例を検討し考察する必要

があり、今後の課題となる。

　成12年度東京都立大学特定研究費研究成果報告書・

　地域教育機関を支援する発達臨床的コンサルテー

　ション』，2001，3－18

茂木俊彦，「教育制度改革の課題」，r講座発達保障第

　1巻　障害児教育学』全障研出版部，1997，35－53

渡辺健治・佐藤和代・柴田久志・新井英靖・ピムジャイ・

　コングスリ，「通常学級に在籍する障害児の通級指

　導による支援についての研究」，『東京学芸大学紀要

　第47巻』，1997，205－214
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註

※1　本事例のスクールコンサルテーションは、コン

サルタントであった心理相談員（発達臨床を専門とす

る大学教員）が、X市教育委員会からの依頼を受けて

実施された。なお、本事例では筆者はコンサルタント

の補助として関わった。

※2　ここでは「コンサルテーション」を「異なった

専門性や役割を持つもの同士が子どもの問題状況につ

いて検討し今後の援助のあり方について話し合うプロ

セス（作戦会議）」（石隈利紀，『学校心理学　教師・

スクールカウンセラー・保護者のチームによる心理教

育的援助サービス』，誠信書房，1999，P261）とい

う意味で使用する。
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